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近年、過疎化や高齢化の進展等により地域の雪かきの担い手が不足する中、屋根の雪下ろし等

の除雪作業中に多くの事故が発生しております。 

これを受け、国土交通省では、地域の除雪問題を解決するため、この冬の記憶が新しいうちに、

次の降雪期に備えた地域除雪の体制づくりが始められるよう、共助による地域除雪の普及・定着

を図る「地域除雪活動実践ガイドブック」を作成しました。 

本ガイドブックは対象者・ねらいに応じた【町内会・自主防災会向け】・【行政職員向け】の

２分冊とし、取組事例やケーススタディを充実させるなど、使いやすいものとしました。 

 
  

Ｖｏｌ．２０８ 
（H25.4.26） 

北海道開発局都市住宅課 
まちづくり相談窓口 

今 

号 

の 

記 

事 

 

○ 『地域除雪活動☆実践ガイドブック』の公表 
○ 「下川町低炭素まちづくり計画」策定について 

○ 国営滝野すずらん丘陵公園が春季オープンしました。 

○ 歴史的風致維持向上計画の認定について（新たに全国２市１町認定） 

○ 市街地再開発事業及びマンション建替え事業についての 
説明会開催について 

 配配信信希希望望、、配配信信先先変変更更等等ににつついいててはは、、ままちちづづくくりり相相談談窓窓口口((メメーールルははここちちらら))ままでで  
※配信希望は随時受け付けております。 

各項目の○を 

クリックすると 

各項目見出しに 

ジャンプします 

『地域除雪活動☆実践ガイドブック』の公表 

今から準備しよう！力を合わせて除雪問題を解決！ 

 

要旨 

＜地域除雪活動☆実践ガイドブック＞は 国土交通省 国土政策局 地方振興課のＨＰから入手することができます。

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000010.html 

 

 

 

mailto:machidukuri@hkd.mlit.go.jp
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000010.html
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下川町では、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、北海道で初となる「下川町低炭素

まちづくり計画」を今年３月に策定しました。 

本計画は、環境未来都市に認定されている下川町が、豊富な森林資源を活用したエネルギー確保や

みどりの拠点づくりなどの環境未来都市の実現のための施策と連携し、都市構造のコンパクト化を目

指す計画となっています。 

 国土交通省北海道開発局では、今後、本計画の実施に際して、各種支援を行っていきます。 

 

○「下川町低炭素まちづくり計画」のポイント 

・計画期間は、2050年（中長期）を展望しつつ、2013年度から2023年度までの10年間 

・市街地区へ都市機能の集約を進めることにより、自動車交通（都市内移動）CO2排出量（2005

年と比して2030年）を、施策前より12％減（現況比35.2％減）とすることを目標 

・目標達成のための具体的施策として、用途地域内への機能集積の他、集約拠点の形成、地域公

共交通システムの再編、小規模分散型の再生可能エネルギー供給システムを整備、ゼロカーボ

ン住宅の導入促進、回遊できるみどりの拠点とネットワークづくりなど、安全に安心して快適

に暮らすことのできる生活環境づくりを目指す。 

 

○低炭素まちづくり計画の推進方策の全体像 

 
 

 ○「下川町低炭素まちづくり計画」 

      http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/kensetsusuidou/index.html 

「下川町低炭素まちづくり計画」策定について 

～北海道で初の「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく計画～ 

 

Vol.20８ (H25.4.26) 

▲ＴＯＰ 

http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/kensetsusuidou/index.html
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「都市の低炭素化の促進に関する法律」（略称：エコまち法）の概要 
（平成２４年１２月４日施行） 

 

 

 

Vol.20８ (H25.4.26) 

▲ＴＯＰ 

○詳細は国土交通省ＨＰをご覧ください。 

 http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi.html 
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 国営滝野すずらん丘陵公園は、４月２０日（土）に春季開園しました。 

今年は、昭和５８年７月の渓流ゾーンの開園以来、３０周年の年となります。たくさんの方々

のご来園をお待ちしております。（３０周年記念イベントについては、別途お知らせします。） 

 

【無料入園日】 ※各日とも別途、駐車料金がかかります。 

５月 ４日（土） 来園者全員無料 

５月 ５日（日） 中学生以下の入園料が無料 

５日１９日（日） 来園者全員無料 

 

 

▲ＴＯＰ 

国営滝野すずらん丘陵公園が春季オープンしました。 

～ＧＷは滝野へＧＯ！～ 

 

Vol.20８ (H25.4.26) 

イベントはまだまだたくさんあります。詳しい情報は滝野公園ＨＰをご覧ください。 

http://www.takinopark.com/ 

 

 

http://www.takinopark.com/
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国土交通省・文部科学省・農林水産省では、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関す

る法律(通称：歴史まちづくり法)」第５条に基づく歴史的風致維持向上計画について、新たに岐

阜県岐阜市、長野県長野市、島根県津和野町の３市町の計画を４月１１日に認定しました。 

これにより歴史的風致維持向上計画の認定数は、全国で３８市町となりました。 

 

この歴史的風致維持向上計画は、平成２０年１１月に施行された歴史まちづくり法に基づき、

我が国固有の歴史的建造物や伝統的な人々の活動からなる歴史的風致について、市町村が作成す

るものであり、国がこれを認定することによって、法律上の特例や各種事業による市町村の歴史

まちづくりを支援することができます。 

 

北海道内には、これまで認定申請された市町村はありませんが、歴史的風致の維持及び向上を

図るための今後の参考としてお知らせします。 

 

【各市町の計画の概要（申請順）】 

○ 岐阜市歴史的風致維持向上計画（岐阜県岐阜市 認定申請日 H25.3.6） 

 

史跡「岐阜
ぎ ふ

 城跡
じょうあと

」を含み、岐阜まつり等の祭礼や岐

阜提灯等の伝統工芸が受け継がれ歴史的町割りや建造

物が残る岐阜城下町、1300年以上続く鵜飼が行われる

長良川や鵜匠が住む鵜飼屋
う か い や

地区の区域を重点区域と

し、岐阜公園の再整備、歴史的建造物の修理・修景に

対する助成、長良川鵜飼伝承館における鵜飼文化の情

報発信、岐阜提灯の振興事業等が位置付けられていま

す。 

 

【長良川で行われる鵜飼】 

○ 長野市歴史的風致維持向上計画（長野県長野市 認定申請日 H25.3.7） 

国宝「善光寺
ぜ ん こ う じ

 本堂
ほんどう

」等を含み、善光寺
ぜ ん こ う じ

御開帳
ごかいちょう

や戸隠
とがくし

 

神社
じんじゃ

 式年
しきねん

 大祭
たいさい

等の祭礼が受け継がれ、寺社や宿坊等

の歴史的建造物が残る「善光寺・戸隠地区」、史跡「松代
まつしろ

 

城跡
じょうあと

」等を含み、松代城下町を流れる水路を活用した

伝統的な水利用や 町
まち

 川田
か わ だ

神社の御柱
おんばしら

 祭
さい

等の活動が

受け継がれ、武家屋敷や宿場の町並みが残る「松代・若
わか

 

穂
ほ

 川田
か わ だ

地区」、重要文化財「白
しら

 髯
ひげ

 神社本
じんじゃほん

 殿
でん

」を含み、

白髯神社の祭礼等が受け継がれ、歴史的な民家等の建

築が残る「鬼無里
き な さ

地区」の３箇所を重点区域とし、重

要文化財「善光寺
ぜ ん こ う じ

経蔵
きょうぞう

」の保存修理、道路の美装化・

無電柱化、鬼無里地域の伝統的な祭礼の情報発信等の

事業が位置付けられています。 

 

 

 

【善光寺御開帳期間中の祭礼】 

歴史的風致維持向上計画の認定について 
新たに全国２市１町認定 

Vol.20８ (H25.4.26) 

▲ＴＯＰ 
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○ 津和野
つ わ の

町歴史的風致維持向上計画（島根県津和野町 認定申請日 H25.3.8） 

 

重要文化財「八幡宮
はちまんぐう

 本
ほん

 殿
でん

」、史跡「津和野
つ わ の

 城跡
じょうあと

」

等を含み、重要無形民俗文化財「津和野
つ わ の

 弥栄
や さ か

 神社
じんじゃ

の鷺
さぎ

 

舞
まい

」や津和野踊り等の祭礼が受け継がれ、藩校
はんこう

 養老館
ようろうかん

や町屋建築が残る津和野城下町やその背景となり津和

野の景観を形づくる青野
あ お の

 山麓
さんろく

の区域を重点区域とし、

藩校養老館の保存修理・活用、青野山麓から城下町へ

の眺望を生かした広場・散策路整備、伝統行事の活動

支援等の事業が位置付けられている。 

 

 
【藩校養老館前で行われる鷺舞】 

【歴史まちづくり法の概要】 
市町村は、国が策定する基本方針に基づき、次に掲げる事項を記載した歴史的風致維持向上計画を作成し、国

の認定を申請できます。記載すべき事項については、法第５条第２項各号及び主務省令に定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.20８ (H25.4.26) 

▲ＴＯＰ 

 

歴史的風致維持向上計画（以下「計画」）の作成にあたっては、重点区域について定める必要があり

ます。重点区域は、①「重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建

造物の用に供される土地」、②「重要伝統的建造物群保存地区内の土地」のいづれかに該当する土地の

区域及びその周辺の土地の区域とされています。 

また、歴史まちづくり法で「歴史的風致」の定義は、（ａ）「地域におけるその固有の歴史及び伝統

を反映した人々の活動」と（ｂ）「その活動が行われる歴史上価値の高い建造物」及び（ｃ）「その周

辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」となっています。 

つまり、上記①②のような重要文化財に指定された建造物等と、（ａ）～（ｃ）のような活動や建造

物、市街地の環境が有れば、計画を作成することができます。 

詳しくは国土交通省ＨＰをご覧ください。http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/index.html 

 

 

●歴史的風致維持向上計画作成の条件 

http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/index.html
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一般社団法人再開発コーディネーター協会主催による、市街地再開発事業及びマンション建替え事

業についての最新施策等の説明会が下記のとおり開催されます。 

 

１．開催日時 

６月２８日（金）９：３０～１７：００ 
 
２．会 場 

北海道立道民活動センタービル（かでる２・７）会議室 

（札幌市中央区北２条西７丁目） 

 

３．カリキュラム 

（１）マンション建替え事業に関する最新施策・先進事例の紹介（９：３０～１２：００） 

・最新のマンション建替え政策、予算、法改正およびそのポイントについて 

     講師： 国土交通省 担当官 

・マンション建替え実現事例の概要と今後の展開 

講師：民間有識者 

（２）市街地再開発事業に関する最新施策・先進事例の紹介（１３：００～１７：００） 

・最近の再開発事業関係新規施策等について 

     講師： 国土交通省 担当官 

・安全・安心な市街地構築に向けた市街地開発事業の展開 

講師：民間有識者 

・再開発事業の新しい手法について－ 事例を中心として － 

講師：民間有識者 

 

４．受講料  

  地方公共団体等の方は、カリキュラム(1) 2,000 円 ,（2）6,000 円 , (1)(2)同時申込 7,000 円 

一般の方は、カリキュラム(1) 4,000 円 ,（2）12,000 円 , (1)(2)同時申込 15,000 円 

 

５．申込方法 

メール又はＦＡＸにて所定の事項［連絡先、参加人数、受講希望カリキュラム（(1)、(2) 

又は(1)(2)同時受講の別）］を記入して「７．申込先・問合わせ先」のとおりお申込ください。 

 

６．申込期限  

定員（カリキュラム(1)20名、 (2)15名）に達し次第、締め切りとさせていただきます。 

 

７．申込先・問合せ先  

（一社）再開発コーディネーター協会 事業関係説明会（担当 林） 

ＴＥＬ ： ０３－６４００－０２６１ 

ＦＡＸ ： ０３－３４５４－３０１５ 

Mail：jigyou@urca.or.jp 

※本件に係る詳細は一般社団法人再開発コーディネーター協会ＨＰをご覧ください。 

H P ： http://www.urca.or.jp/kenkyukai/gijyutu.html 

市街地再開発事業及びマンション建替え事業 

についての説明会開催について 

▲ＴＯＰ 

Vol.20８ (H25.4.26) 

mailto:jigyou@urca.or.jp
http://www.urca.or.jp/kenkyukai/gijyutu.html

